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（午前９時５９分 開会） 

○光好博幸委員長 ただいまから民生常

任委員会を開会します。 

 本日の委員会記録署名委員は、大川委員

を指名いたします。 

 それでは、認定第７号の審査を行います。 

 本件につきましては補足説明を省略し、

質疑に入ります。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 決算概要２５４ペー

ジ、介護予防・生活支援サービス事業の介

護予防・生活支援サービス事業補助金、訪

問型サービスＤについてお伺いいたしま

す。 

 一般質問でも少し触れさせていただき

ましたが、今後、後期高齢者が増加してい

く社会におきまして、高齢者の移動手段の

確保は重要と考えます。そのような中で、

訪問型サービスＤを要支援１、２及び基本

チェックリスト該当者等を対象に、市内で

の買物や通院、つどい場等の介護予防活動

への送迎を行うＮＰＯ法人に対し、運営費

用等を補助する形で実施されていますが、

令和６年度の利用状況を教えてください。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番です。 

 訪問型サービスＤの令和６年度の利用

状況は、２，０８６回の利用、うち要支援

認定者の利用は１，７２３回で、このうち、

つどい場等の介護予防活動は２１５回、買

物が３９７回、通院が１，１１１回の利用

となっております。 

 月平均の利用件数は、令和５年度、９６．

４件に対し１７３．８件と、大幅に増加し

ているものの、介護予防活動への利用割合

は、令和５年度の２０％から１２．５％に

減少している状況にございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。内容は理解いたしました。 

 訪問型サービスＤの課題と今後の展開

について、お伺いいたします。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。 

 利用者の中には、認知症状をはじめとし

た利用者本人の状態像から、運営団体のみ

では対応に苦慮することもあると聞いて

おります。そのため、ケアマネジャーとの

意見交換会を開催し、運営団体の実情に応

じた対応等について話し合っているとこ

ろでございます。 

 訪問型サービスＤは、ケアプラン作成の

必要がございまして、利用者の増加に伴う

ケアマネジャーの負担という点も踏まえ

ておく必要があると考えております。 

 今後、これらの状況も勘案しながら、効

果的な高齢者の外出支援につなげること

ができるよう、運営について検討していき

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 光田委員。 

○光田あまね委員 ありがとうございま

す。 

 高齢者移送サービスは、一般会計におき

ましてもお話はいたしましたが、高齢福祉

施策における移動手段の確保は、あくまで

も地域公共交通の補完的役割であるとも

考えております。 

 本市では、摂津市地域公共交通計画を策

定され、各種取組について検討が進められ
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ているところではございますが、地域の持

続可能性と共生社会の実現に向けて、高齢

者をはじめとする全ての人々が気兼ねす

ることなく利用できる環境整備に努めて

いただきたいと思います。 

 先日、介護の日のイベントがありまして、

事業者に課題についてお伺いする機会が

ありました。先ほど答弁いただきましたが、

ケアマネジャーのことについて、いろいろ

と課題もあるようでして、意見交換会を開

催されているということ、またケアマネジ

ャーの負担ということも認識されている

という点については、別の機会で質問させ

ていただきたいと思います。 

 環境整備に努めていただくよう要望し

て、質問を終わらせていただきます。 

○光好博幸委員長 光田委員の質問が終

わりました。 

 そのほか、質疑ございませんか。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 私からは、２点質問させ

ていただきます。 

 まず１点目、決算概要２５４ページ、地

域介護予防活動支援事業についてでござ

います。 

 このうち、まずは委託型つどい場の運営

について、令和６年度の実績、令和５年度

と比べてどのようになっているのか、教え

ていただきたいと思います。 

 次に、２点目です。決算概要２５６ペー

ジ、認知症サポーター等養成事業において、

認知症サポーター養成講座の実績につい

て、お教え願えますでしょうか。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 以上２点です。 

 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番、委託

型つどい場でございます。 

 本市に９か所ございます委託型つどい

場につきまして、令和６年度は４４８回の

開催、延べ利用者数７，３１４人で、令和

５年度の４４９回、６，１０７人と比べま

して、開催回数は１回減少しているものの、

延べ利用者数は１，２０７人増加している

状況でございます。 

 続きまして、質問番号２番、認知症サポ

ーターでございます。 

 講座につきまして、市による定期開催が

４回、６５人が受講、出前講座は５回開催

で９４人が受講、大阪府による認知症サポ

ーター養成講座の企画、開催、講師を担う

キャラバン・メイト養成講座は１回開催し

ており、６人が受講しております。 

 このほか、市職員向けの講座を１回開催、

４４人受講しております。また、イベント

や施設主催による講座に７人が受講して

おります。 

 これらに加え、令和６年度より、小学生

を対象とした取組も開始しており、鳥飼西

小学校において３年生７１人が受講、地域

福祉活動センターでの講座に、市内小学生

１７人が受講いただいております。 

 認知症サポーターとして、年間３０６人、

通算４，５０１人を養成している状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 ありがとうございます。 

 １番目の委託型つどい場について、利用

者数が増加しているとのことで、理解いた

しました。 

 それでは、地域介護予防活動支援事業に

おいて、タブレットレンタル料７８万４，

３６７円、オンラインでのつどい場も実施
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されているかと思いますが、実施状況と参

加者等はどのような反応だったのか、分か

る範囲で教えていただきたいと思います。 

 次に、２点目の認知症サポーター養成講

座です。 

 実績について理解いたしました。ありが

とうございます。 

 認知症の方は、今後も増えていくと言わ

れております。認知症の方が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けるためには、周囲

の理解をさらに広げていく必要があると

思います。 

 そういった中で、令和６年度よりステッ

プアップ講座の取組も行っていると承知

しておりますが、これの実績と今後の展開

についてお聞かせ願えますでしょうか。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番、オン

ラインつどい場でございます。 

 参加者に対し、タブレット端末を一定期

間貸与した上で、自宅で参加できるオンラ

インつどい場を、令和６年１２月から令和

７年１月にかけて開催しており、３回の操

作研修会を経て、体操などの介護予防活動

など、自宅で参加できるつどいを４回開催、

１１名に参加いただいております。オンラ

インつどい場の参加者におきましては、実

際に地域で開催されているつどい場に参

加してみるといった声があった一方、スマ

ートフォン講座のようなデジタル端末の

操作スキルの向上を目的とした参加とい

う方もおられたと認識しております。 

 このような状況も踏まえ、令和７年度に

おきましては運営団体とも協議を行いな

がら、市民の活動や参加者の興味関心に合

わせた多様な企画を用意するほか、参加者

がバランスよく発言できるよう工夫を講

じながら、取組を進めているところでござ

います。 

 続きまして、質問番号２番。認知症サポ

ーター養成講座で学んだことを土台に、実

践の場で必要となる認知症に関する知識、

また身近に交流し、必要に応じて手助けを

するための対応スキル等を習得していた

だくことを目的に、３日間の期間を設けて

開催し、２２名に受講いただいております。 

 今後におきましても、認知症サポーター

養成講座の受講者をステップアップ講座

につなげるよう働きかけを行うとともに、

ステップアップ講座の受講者向け交流会

を開催するなど、受講者同士の連携強化に

つなげてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 ありがとうございます。 

 １点目につきまして、オンラインつどい

場の取組について理解いたしました。 

 オンラインつどい場の実施も必要です

が、つどい場に行かない高齢者に参加して

もらうことが課題だと考えております。介

護予防や災害時のネットワークという観

点からも、地域活動への参加、地域との交

流は非常に大事であります。 

 つどい場の参加率向上に向けて、具体的

にどのようにされていくのか、お聞かせ願

えますでしょうか。 

 次に２点目、認知症サポーター等の養成

について、地域全体で認知症に向き合う機

運を高めるためにも、小学生にも普及する

ということで、親世代にも認知症について

知ろうとするきっかけになると思います。

継続して広く展開していただくようお願

いいたしまして、この２点目の質問は終わ

らせていただきます。 
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 以上です。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番でご

ざいます。 

 高齢者が自ら積極的に介護予防の活動

に参加し、自分らしい生活をいつまでも過

ごせるよう、つどい場は重要な役割を担っ

ており、高齢者の幅広い参加を促すことが

重要と認識しております。そのため、介護

予防の取組に参加していない、また、参加

できていない高齢者に、まずは知ってもら

うことが必要になると考えております。 

 今後、つどい場の運営団体をはじめ、保

健センターや地域包括支援センターなど、

関係機関とこれまで以上に連携を密にし

ながら、広報や啓発活動を強化してまいり

たいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 大川委員。 

○大川ゆり委員 ありがとうございます。 

 オンラインの場は、孤立や孤独を減らす

第一歩として有効であると思います。しか

しながら、直接会うという行為には、オン

ラインにはない温かみや臨場感、目と目を

見て話をするということで得られる心の

つながりがあります。信頼関係の構築にお

いて、重要な役割を果たすと考えておりま

す。 

 オンラインつどい場から対面型のつど

い場につなぐという意識を持って、取組を

進めていただくことをお願いいたしまし

て、私からの質問を終わりにいたします。 

 以上です。 

○光好博幸委員長 大川委員の質問が終

わりました。 

 そのほか、質疑ございませんでしょうか。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 それでは質問させても

らいます。 

 介護保険料ですが、令和６年度は第９期

介護保険事業計画の初年度であったと承

知しております。介護保険料は、高齢化の

進展に伴い、全国的に増加傾向にあり、本

市においても例外ではないと思われます

が、第８期計画と比べてどうだったのか、

お伺いいたします。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番でご

ざいます。 

 第９期介護保険事業計画期間の令和６

年度から令和８年度までの３年間の介護

保険料の基準額は月額６，４９０円で、第

８期計画の月額６，２８０円と比較いたし

まして、２１０円、３．３％の引上げとな

っております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 全国的に高齢化は急速

に進んでおり、高齢層に傾いた人口構造が

急速に改善する見通しがない中、社会保障

制度は今後どのようになっていくのか不

安に思うところであります。 

 平成１２年度の介護保険制度開始以降、

介護保険料の金額は３年ごとの見直しの

たびに上昇する傾向にあり、本市において

も、今お話がありましたが、第８期の６，

２８０円から６，４９０円に上がりました。 

 このような状況ですが、本市における介

護保険制度の今後の見通しについて、どの

ように認識されているのか、お伺いいたし

ます。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 
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 細井課長。 

○細井高齢介護課長 お答えします。 

 高齢化の進展に伴い、今後も７５歳以上

の後期高齢者、とりわけ介護を必要とされ

る方の割合が増加する８５歳以上の人口

の増加が見込まれております。 

 このような状況におきまして、要支援・

要介護認定者でございますが、令和６年度、

４，５７９人に対し、１０年後の令和１７

年度には約５，４００人まで増加すると見

込んでおります。今後を考えますと、サー

ビスの利用が増えていけば、介護保険料と

ともに市の負担も増えるというような仕

組みでございますので、今後も介護予防や

認知症予防の重点的取組により、将来の負

担軽減につなげていく必要があると考え

ております。 

 国におきましても、介護保険制度の持続

可能性について議論がされているところ

でございますので、この辺りについても注

視しながら、市として必要となる取組を検

討してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 ありがとうございます。 

 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増

加などにより、介護ニーズはますます増大、

これに合わせて介護給付費は増加の一途

をたどることが目に見えています。介護を

必要とする人は今後も増加していきます

が、将来を見据えて、今のうちから対策、

介護予防をしておく必要があると思いま

す。 

 制度を支える生産年齢人口の減少も課

題としてある中、厳しいと思われますが、

しっかりと取り組んでいただきたいこと

を要望して、質問を終わります。 

○光好博幸委員長 中川委員の質問が終

わりました。 

 そのほか、質疑ございませんでしょうか。 

 村上委員。 

○村上英明委員 それでは、８点の質問を

させていただきたいと思っております。 

 まず、１番目、決算書９８ページ、介護

支援専門員等研修事業費補助金というの

がございます。当初予算では７１万円ほど

計上していましたが、決算では５万４，０

００円ということになりました。 

 新たな人材の確保や定着は、この介護業

界の中でも大切なことだと思います。 

 令和６年度から、介護支援専門員の資格

更新費用の補助を実施をされたとござい

ました。当補助金について決算と当初予算

との差がかなりあり、対当初予算約８％の

執行率になりまして、その辺りの認識と、

令和６年度からの新たな資格更新費用の

事業をされたということですので、１回目、

感想をお尋ねさせていただきたいと思っ

ております。 

 ２番目、決算書の９８ページに、介護認

定審査会委員報酬があります。これにつき

ましては、ほぼ当初予算どおり執行された

と思います。審査会についても、１２６回、

審査判定も３，２１１件ということが、事

務報告書の中で出ておりました。 

 この審査会においては、１回の審査判定

が約２６件ぐらいになると思うのですが、

１回目の質問といたしまして、委員の総数

と、この分野別についてお尋ねさせていた

だきたいと思っております。 

 ３番目、決算書の１０４ページ、地域リ

ハビリテーション活動支援委託料という

のがあります。 

決算でも４０５万５，０００円ですが、

その中で保健センターのリハビリテーシ



- 7 - 

 

ョン専門職が各つどい場に行って、健康や

健康講話などを行うということでありま

す。その中で、つどい場の派遣が２６５回、

リハサロンへの派遣が１２２回、合計３８

７回の派遣があったということと、ケアプ

ラン作成の助言もされていることだと思

いますので、この質問といたしまして、こ

の事業実施の効果をどう認識されている

のかお尋ねをさせていただきたいと思い

ます。 

 ４番目、決算書１０４ページ、つどい場

づくり活動補助金のことについてお尋ね

をさせていただきたいと思います。 

 先ほどの質疑の中で、この委託型につい

ては４８８回、延べ利用者７，３１４人と

いうのがございました。また、委託型では

なくカフェ型といたしましても、１２か所

で６７９回、延べ利用者６，３１１人とい

うのが事務報告書でもあったと思います。 

 その中で質問といたしまして、つどい場

づくり活動で、事業実施の効果について、

どう認識されているのかお尋ねさせてい

ただきたいと思います。 

 ５番目、決算書の１０４ページのところ

で、先ほども認知症のお話もございました

が、私から、この認知症初期集中支援チー

ムサポート医報酬について、お尋ねをさせ

ていただきたいと思います。 

 当初予算では５１万円ということであ

りましたけれども、決算は１８万円という

ことであります。その中で、対応件数とい

たしましては１０件、そして会議は５件と

いうことで事務報告書等々であったと思

いますが、１回目の質問といたしまして、

この支援内容と、地域包括支援センターと

の連携について、お尋ねさせていただきた

いと思います。 

 次、６番目、決算書１０６ページ、地域

包括支援センター業務委託料というのが

あります。これはほぼ、当初予算どおり執

行されたということであります。その中で、

地域包括支援センターを中心に、関係機関

等との連携ができていると私も思ってお

りますし、またこの地域包括支援センター

は、個人的に相談へ行った際、総合的で、

様々な包括的なことも含めて支援をして

いただいていると思いました。行政として、

この地域包括支援センター業務の認識に

ついて１回目、お尋ねをさせていただきた

いと思います。 

 次、７番目、決算書の１０６ページ、研

修参加負担金というのがございます。これ

は任意地域支援事業費の中にありますが、

当初予算では３０万円ほど計上されてお

られたんですが、決算では１０万２１０円

ということで、約３分の１の執行だと思い

ます。１回目の質問といたしまして、研修

の内容と、参加人数、研修を受けた後の業

務への反映について、どうお考えかお尋ね

をさせていただきます。 

 最後、８番目、決算書の１０８ページ、

在宅医療・介護コーディネーター委託料と

いうのがあります。これは当初予算額と同

額が決算されております。このコーディネ

ーターというのは、訪問看護ステーション

など、医療・介護、両方の現場経験を持っ

た方で、在宅医療や医療介護の連携に関す

る相談、そしてまた解決に向けた助言等を

いただくということで、これはおおむね医

師会に委託をしていると思っております。

質問といたしまして、この事業実施の効果

について認識をお尋ねさせていただきた

いと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 
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○細井高齢介護課長 質問番号１番、介護

支援専門員等研修費補助金でございます。 

 市内居宅介護支援事業所のケアマネジ

ャーの５年に１回の資格更新に必須とな

る研修受講費用の一部を補助しているも

のでございまして、令和６年度は資格更新

費用などのほか、資格を持っていながらも

ケアマネジャーとして働いていない、いわ

ゆる潜在ケアマネジャーの掘り起こしに

係る費用約２０名分、７１万４，０００円

を計上しておりましたが、実績としまして

は、資格更新２名、主任ケアマネジャーの

更新１名の計３名、５万４，０００円でご

ざいました。 

 摂津市介護保険事業者連絡会を通じた

案内を行ったものの、その周知は十分では

なかったと認識しております。 

 初年度３名の利用にとどまっておりま

すので、事業効果は見えない状況ではござ

いますが、制度活用に向けた周知に取り組

みつつ、介護分野におけます人材確保は、

この離職防止策だけでは不十分と考えて

おりますので、介護事業者との意見交換を

通じてニーズ把握を行いながら、効果的な

取組について検討してまいりたいと考え

ております。 

 続きまして、質問番号２番、介護認定審

査会でございます。 

 委員委嘱は令和６年度、６３名で、分野

別で申し上げますと、医療分野が４３名、

福祉分野８名、保健分野１２名となってお

ります。 

 次に、質問番号３番、地域リハビリテー

ション活動支援委託料は、つどい場やリハ

サロン等の介護予防活動先に保健センタ

ーのリハビリ職が訪問し、リハビリや体操

に関する指導を行っているほか、ケアマネ

ジャーが要支援のケアプランを作成する

際、リハビリ専門職の視点から技術的支援

を行っているものでございます。 

 効果につきましては、リハビリ専門職に

よる指導にとどまらず、講話の内容に対し

て参加者から満足の声が寄せられており、

継続参加のモチベーション維持につなが

っているものと認識しております。 

 また、リハビリ職によるケアマネジャー

への技術的助言では、本人の身体機能の維

持や日常生活の困り事の改善を図る介護

予防プランの作成につながっており、これ

ら取組により、自立支援の促進及び介護予

防の取組強化の役割が果たすことができ

ているものと認識しております。 

 続きまして、質問番号４番、つどい場づ

くり活動補助金でございます。 

 こちらは、市立集会所で交流を目的とし

て茶話会などを開催する団体への集会所

使用料等を補助するもので、令和６年度は

延べ２３団体に活用いただいております。

取組を通じて、自主活動団体の活動継続に

とどまらず、気軽に通える場の整備が進む

ことで交流の機会が増え、仲間づくりや生

きがいの創出につながっているものと認

識しております。 

 質問番号５番、認知症初期集中支援チー

ムサポート医報酬でございます。 

 認知症の早期治療・早期支援を目的とし

て、認知症サポート医、保健師、看護師、

社会福祉士など、専門職で構成する認知症

初期集中支援チームを設置するもので、認

知症が疑われる人や介護について不安を

抱える御家族への訪問による状況把握を

行い、初期段階で集中的に支援を行うこと

で、早期に医療機関やサービスにつなぐな

どの取組を通じて、自立生活のサポートを

行っているものでございます。 

 支援の結果、医療・介護認定の申請につ
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ながった件数は８件で、前年度比５件増加

となっており、地域包括支援センターを中

心とした、関係機関等との連携によるスム

ーズな対応、また、チームでの支援が完了

となった後におきましても、当該センター

の総合相談による包括的な支援ができて

いるものと認識しております。 

 質問番号６番、地域包括支援センター業

務の認識でございます。 

 地域包括支援センターでの新規相談件

数は年々増加しており、相談内容につきま

しても、介護保険サービスに関する内容に

とどまらず、将来に対する不安、隣人トラ

ブル、一人暮らしの方の入院、手術時の保

証人など、すぐに制度につなげて解決する

ことが難しい相談が増加しております。ま

た、総合相談業務とは別に、権利擁護業務

における虐待に関する相談も増加傾向に

ございまして、配偶者間の暴力、子による

年金搾取など、その内容は複雑多様化して

おり、認知症への理解や経済的支援といっ

た擁護者への支援が必要とされるなど、解

決までに時間を要するケースも増加して

おり、地域包括支援センターの職員の負担

が増している状況にあると認識しており

ます。 

 続きまして、質問番号７番、介護サービ

ス相談員でございます。 

 本市における介護サービス相談員は１

２名体制で、高齢者やその家族の相談に対

応し、介護サービスの利用者が安心して介

護施設やサービスを利用できるよう、円滑

な環境を整える役割を担っていただいて

おります。 

 そのため、介護サービス相談員の方々に

は、適切な相談スキルや介護制度に関する

正しい知識、利用者とのコミュニケーショ

ン能力が求められるため、このようなスキ

ルを習得していただくため、大阪府などが

主催する介護サービス相談員現任研修に

延べ３名受講いただいたものでございま

す。 

 受講後におきましては、定例で開催して

おります摂津市介護サービス相談員連絡

会にて相談員全員に共有していただき、施

設訪問の際にそのスキルを生かしていた

だいております。 

 最後、質問番号８番でございます。在宅

医療・介護コーディネーター委託料でござ

います。 

 委託料の内容につきましては、委員御紹

介のとおりでございまして、その取組は、

地域の医療・介護関係者からの在宅医療や

介護連携に関する相談対応、情報提供や助

言を行うほか、地域多職種連携会など医

療・介護関係者に対する多職種連携に必要

な知識の習得や向上を目的とした研修な

どを企画いただいております。 

 その効果は、相談に対する適切な情報提

供、医療と介護の円滑な連携のほか、専門

性の高い研修を実施し、職員間の相互理解

につなげるとともに、多職種間の連携強化、

医療・介護サービスの質の向上に寄与して

いるものと認識しております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、２回目の質問をさ

せていただきます。 

 まず、１番目の介護支援専門員等研修事

業費補助金の件でございます。 

 私も何人かにお聞きしたのですが、この

資格更新は本当にお金が必要であり、更新

のタイミングで現場から外れるというお

声もお聞きしたことがございます。そうい

ったこともありますので、この資格更新の
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補助ということは、これからしっかりとや

っていってほしいと思いますし、また特に

介護のみならず、ほかの業者も現場のマン

パワーが、今後どうなるのかと各業界とも

心配されておりますので、そういう意味で

は、高齢者は増えていくという現状ではあ

り、介護人材不足は本当に喫緊の課題だと

思いますので、高齢者の持続的な支援体制

の構築につきましても、介護のマンパワー

を確保するという観点では、これからもこ

ういう事業も含めて取り組んでいってい

ただきたいということで、要望としておき

ます。 

 ２番目でございます。介護認定審査会の

委員報酬の件でございます。 

 この審査会は、三つの業種の方々で構成

された委員の皆様です。令和３年度までは、

月８回の審査でしたが、令和４年度から、

月１０回や１１回になり、増やしてきたと

いうことでございます。また、特に区分変

更や、更新についても件数が大きな伸びで

はないかもしれないですが、それなりにこ

の通年件数があるということでございま

すので、そういったことも含めながら、し

っかりとこの審査をしていただくという

ことが本当に必要だと思います。しかし一

方では、入所するには要介護認定が３以上

というような一定の条件がある中で、要介

護１や要介護２という方の面倒を見てお

られる御家族もいらっしゃるという面で

は、この入所の要件に要介護３というのが

何とかならないかと思います。介護という

極力等級が上がらないレベルと、もう一つ、

要介護になられる前の要支援レベルで、つ

どい場も含めて、また健康施策も含めて取

り組んでおられるという中でありますが、

御家族の方も認識のギャップが、どうして

もこの介護の面にはあると思います。 

 しかし先ほども言いましたが、この介護

人材等も必要な業界でもございますので、

そういったことも含め、しっかりと介護予

防にも取り組んでいっていただきたいと

思いますし、またこの書類等々も含め、御

家族の方との認識も含めながら審査に当

たっていっていただきたいと要望してお

きます。 

 ３番目、地域リハビリテーション活動支

援委託料の件でございます。 

 これにつきましては、保健センターのリ

ハビリ専門職の方が、現場へ行って、つど

い場での講話を行っていただくなどであ

ったと思います。 

 参加された方々からは、満足である御意

見もあったということでございますので、

これからもしっかりと取り組んでいって

いただいて、この介護予防の場で、専門職

の方々の力量を発揮できるような場も、し

っかりとつくっていっていただきたいと

いうことで、要望いたします。 

 ４番目、つどい場の件につきましては、

先ほどの御答弁では、２３団体との交流の

機会をつくっていくということでした。そ

ういう中で、この委託型とか、カフェ型と

いうのは、１回目の質問のときに言わせて

いただきましたが、健康づくりグループが

３団体が減ったということであったと思

います。やはりグループ同士の交流も実施

をされているという中であります。２回目

の質問といたしまして、健康づくりの活動

継続についてですが、要は会員の確保とか

も含めて、また、この参加者の確保につい

てどういう課題を持っておられるのか、お

尋ねさせていただきたいと思います。 

 ５番目、認知症初期集中支援チームサポ

ート医報酬の件でございます。認知症とい

うのは、お一人で歩いておられるときは、
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周りが認知症だと気づくのは、分かりづら

いと思います。ただ、この認知症予防には、

家から外出をしていただいて、近所の方々

とのお付き合いや、会話、また笑うなどの

ふれあいというのが、先ほどのつどい場や

健康グループの取組の一つであると思い

ます。 

 認知症の高齢者等のひとり歩きについ

てネットワークを構築をしていただくの

が認知症高齢者等ひとり歩き見守り支援

です。これは認知症で、徘回したときに、

保護する手段の一つとして、この数年活動

されていると思いますし、また、こういっ

た制度を広報紙でも載せておられるとの

ことですので、今後も、広報紙や、自治会

等の回覧も活用しながら取り組んでいっ

ていただきたいなと思います。認知症の件

は本当に、地域の中でも一つの課題でござ

いますので、しっかりと取り組んでいって

いただきたいということで要望としてお

きたいと思います。 

 ６番目、地域包括支援センター業務委託

料の件でございます。 

 地域包括支援センターの方々から様々

な要望をもらっていることで、私も何回か

行ったことあるんですが、本当に真摯で誠

実に対応していただいているという認識

を持っております。 

 その中で、２回目の質問といたしまして、

鳥飼分室の件でございます。委託料が３万

４，３２０円ということであります。この

鳥飼分室につきましては、令和３年の１１

月に開設されましたが、相談件数が前年度

比７件増で９３件でありますが、相談者の

内訳の約半数が家族や親族で、また相談方

法が電話が５５％で、窓口来所が４５％と

いう現状でございます。鳥飼分室の市民周

知の認識と、業務内容について、お尋ねさ

せていただきたいと思います。 

 ７番目、研修の件でございます。 

 スキルアップという面では、本当に研修

が必要なことでございますし、また受講人

数が３人ということでありましたが、受講

後の連絡会等で共有をされているという

ことです。しっかりとスキルアップという

観点で、取り組んでいっていただきたいと

いうことで、要望としておきます。 

 ７番目、在宅医療の件でございます。 

 在宅医療は、本当に必要なことだと思い

ます。要は、家から出られず、ひきこもり

の方もおられるかもしれませんが、そうい

う方々への対応ということで、医師会に委

託をされていることでございます。医療や

介護の様々な業種と連携をしていただく

とともに、高齢になっても、安心して住み

続けていただける地域づくりという観点

でもありますし、また本人や家族の思いを

大切にした支援ということで、医療と介護

とコーディネーターとの委託業務をこれ

からもしっかり取り組んでいっていただ

きたいということで、要望としておきたい

と思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号４番でご

ざいます。健康づくり活動継続参加者確保

の問題というところでございまして、本市

における健康づくりに係る取組としまし

て、委員からも御紹介ございましたとおり、

委託型つどい場がございます。このほか、

社会福祉協議会におけるサロン・リハサロ

ン、地域の方々が健康づくりを目的として

自主的に活動しているせっついきいき健

康づくりグループなどがございます。 

 活動継続に対する課題は、グループの会
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員減少や、運営スタッフの高齢化などを理

由とした担い手不足が続いておりまして、

活動継続が困難になっている状況にござ

います。 

 活動内容の効果的な周知に向け、広報紙

だけでなく、イベントでのＰＲ活動、また

効果的なＰＲの方法などを検討し、団体へ

の支援を強化していく必要があると考え

ております。 

 また、つどい場などにおきましても、ス

タッフ向けの研修会を実施するなど、担い

手づくりのフォロー体制を構築していき

たいと考えております。 

 質問番号６番でございます。鳥飼分室に

おきましては、相談業務を担っていただい

ており、令和３年度の開設以降、第二・第

五中学校区を中心に、相談対応件数は増加

傾向にあるものの、月平均で８件程度にと

どまっている状況にございます。 

 周知という点にも問題がございますが、

相談スペースの狭さ等の課題もございま

して、今後新たな拠点整備、地域包括支援

センターの体制状況も踏まえながら、安威

川以南地域での全体での相談機能の在り

方について、検討していく必要があると考

えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 村上委員。 

○村上英明委員 では、４番目のつどい場

づくりの関係でこの健康づくりの活動継

続の件でございます。 

 地域の方々に健康づくりや、カフェ型等

のつどい場を御協力いただいており、本当

に地域の方に御尽力をいただいていると

思います。 

 そういう中で、一つの例として、鳥飼東

小学校区の方々は、福祉委員会を中心にし

ていただいており、参加者の方々からの口

コミによって、参加が増えてきたというこ

ともあります。介護もそうですし、また認

知症の方々も家から外に出て、近所の方と

お付き合いしていく場を広げていくのは、

本当に必要なことだと思いますので、この

健康づくりの活動支援はこれからもやっ

ていっていただきたく、要望としておきま

す。 

 ６番目の鳥飼分室の件でございます。 

 月８件ということでございますが、私は

もう少しあるのかなと思ってました。最初

に開所されたときも、地域の方々からも意

見をいただいておりましたがスペースの

問題がございます。先ほど御答弁でもあり

ましたように、鳥飼だけでなく範囲を広げ、

味生や別府などでにも広げながら、この相

談体制をしっかりとやっていくというの

が、必要なことだと思います。 

 安威川以南と以北で、分けるという捉ま

え方がありますが、そういうことではなく、

摂津はそんなに、広くない地域でもござい

ますので、広範囲に相談を受け入れてもら

えるような相談機能の在り方を、これから

もしっかりと検討していっていただきた

いなと申し上げて、私の質問を終わりたい

と思います。 

○光好博幸委員長 村上委員の質問が終

わりました。 

 そのほか、質疑ございますか。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 それでは、介護保険の質

問をさせていただきます。 

 質問番号１番目です。第９期計画の初年

度が２０２４年度ですが、基金の残高、そ

れから保険料の改定がありました。それは

どうだったのか、お尋ねしたいと思います。 

 保険料は、第８期計画と比べて段階を増
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やすことによって、真ん中辺の金額がぐっ

と上がるとか、低い方の金額が上がるとい

うのを防ぐというお話をされたと思いま

す。実際にそれをやった結果、どのように

なっているのか、内容・効果についてお尋

ねしたいと思います。 

 質問番号２番目です。介護保険料、値上

げをできるだけ抑制するように、前期の基

金についても全額を繰り入れて、できるだ

け低くというお話ではございました。北摂

で２番目に高い保険料、先ほど中川委員か

らもありましたように、やはり値上げとい

うことになりました。そういう中で、保険

料の減免が、非常に重要になってくると思

います。 

 保険料減免の内容、利用件数、金額につ

いて、２０２４年度の分を教えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 質問番号３番目です。第９期計画の中で

も、施設整備があったと思います。施設整

備についてお尋ねします。 

 第９期計画の地域密着型施設の整備に

ついてはどうだったか教えてください。 

 質問番号４番目、総合事業についてお伺

いいたします。 

 要支援の制度が総合事業ということで

ございます。本来、介護保険といって、皆

さんから保険料を集めているにもかかわ

らず、国は介護保険で面倒見るのは要介護

以上の人だと、要支援に関しては地方自治

体に、丸投げをしていて、この財源までと

いう上限を決め、この中でやりくりしなさ

いというようなことを押しつけてきてい

るわけで、本来これが不当だと思っていま

す。上限を超えたらいけない中で、摂津市

の総合事業は、この上限との関係はどうな

のか伺いたいと思います。 

 続きまして、質問番号５番です。介護認

定についてです。 

 介護認定の件数とチェックリストが導

入されておりますけれども、その数につい

て教えていただきたいと思います。 

 続きまして、質問番号６番です。２０２

４年度の介護報酬改定について、介護人材

が不足してるというお話が今、先ほどから

委員からも出されておりますけど、改定の

内容について、どのようなものだったか、

教えてください。 

 続きまして、質問番号７番、これが最後

になります。市内介護事業所の状況につい

て、教えていただきたいと思います。 

 全国的には今、介護事業所が潰れていく

ことがどんどん起きて、介護難民の問題が

広がっています。都心部は、まだそこまで

ではないかもしれないんですが、地方に行

くと、介護を受けたくても事業所がない、

ヘルパーやケアマネジャーもいない状態

になっていっていると言われております。

小規模事業所ほど厳しいのではないかと

思いますが、摂津市の現在の状況はどうな

っているか、教えていただきたいと思いま

す。 

 以上７点です。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番、保険

料の件につきまして、基金の状況を踏まえ

ながら御答弁させていただきます。 

 第９期計画の保険料は６，４９０円で、

令和５年当初の基金残高、４億６，５００

万円を投入して、６０２円の上昇抑制につ

なげているものでございます。 

 第９期計画の保険料の設定におきまし

ては、低所得者の保険料上昇の抑制を目的

に、６５歳以上の第１号被保険者間での所
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得配分機能を強化し、保険料段階を多段階

化しており、第８期計画は１２段階でござ

いましたが、第９期計画におきましては１

７段階に改正しております。また、これに

合わせて、基準所得金額の変更も行ってお

ります。 

 結果、令和５年度末の残高につきまして

は、５億３，０２７万１，２０９円でござ

いました。 

 続きまして、質問番号２番、介護保険料

の減免制度についてです。条例減免と独自

減免がございまして、条例減免の内容は、

火災等の災害を受けられた方で、令和６年

度は１人が御利用、３，７００円の執行で

ございます。 

 また、失業等による所得が減少した方、

令和６年度は５５人が御利用、２０７万４，

５４９円ございました。 

 刑事施設等に収監された方は、令和６年

度はございませんでした。 

 件数の推移でございますが、過去５年と

なりますが、令和２年度は２５件、令和３

年度が２４件、令和４年、令和５年度がと

もに３７件、令和６年度が５６件となって

おります。 

 次に、独自減免でございます。内容は、

第２段階、第３段階の保険料が賦課されて

いる方で、年間収入が１人世帯で１２０万

円以下、ほかの世帯で扶養親族となってい

ない、居住用以外の土地建物を所有してい

ない、預貯金が３５０万円以下と、この四

つの条件を満たす方が対象となっており、

令和６年度は１９人が御利用、２１万９，

５５５円の執行でございます。 

 次に、質問番号３番、施設整備について

でございます。 

 第９期計画におきましても、小規模特別

養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、

認知症対応型デイサービスの３施設を計

画に位置づけております。 

 このうち、小規模特別養護老人ホームに

ついては、令和６年度に公募を２回実施し

ておりますが、申請はない状況となってご

ざいます。 

 質問番号４番、総合事業でございます。 

 総合事業の条件につきましては、事業移

行前年度実績の市町村の７５歳以上の高

齢者の伸びを乗じた額が上限となってお

ります。 

 地域支援事業交付金の令和６年度の上

限額は、本市で、３億２，８２５万７，５

５５円に対して、介護予防・日常生活支援

総合事業の令和６年度の決算額は２億１，

９２１万２，０９９円でございましたので、

上限は超えておりません。また、令和７年

度におきましても超えない見込みとなっ

ております。 

 続きまして、要介護認定でございます。 

 令和６年度の認定者数は３，３３０人、

令和５年度が３，３７５人でございました

ので、４５人減少しております。このうち、

令和６年度の新規件数は１，１６２人、令

和５年度が１，１８９人で、１７人減少し

ております。 

 ６５歳以上の認定者数は、令和６年度、

４，５７９人で、令和５年度、４，４５８

人でございましたので、同程度の推移とな

っております。 

 チェックリストにつきましては、令和６

年度、１０４人で、令和５年度、９１人で

ございましたので、１３人増加している状

況にございます。 

 質問番号６番、２０２４年度の介護報酬

改定の内容でございます。 

 令和６年度の介護報酬の改定により、報

酬全体は１．５９％のプラスとなり、全体
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的に引上げとなる中ではございますが、訪

問介護の基本報酬は約２％引き下げられ

ております。 

 基本報酬引下げの主な理由といたしま

しては、ほかの介護サービスと比較して、

訪問介護事業所の経営状況が良好である

と、国において判断されたものと認識して

おります。 

 このような中、事業所等からは、ヘルパ

ー不足や経営悪化の懸念の声が上がって

いるということは承知をしております。 

 最後、質問番号７番、市内介護事業所の

状況についてでございます。市内介護サー

ビス事業所数は、令和６年度が１２６か所

となっており、令和５年度、１２８か所、

令和４年度が１２３か所、令和３年度、１

２７か所でございましたので、本市におき

ましては、大幅な減少は見られていない状

況でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 では、２回目の質問をさ

せていただきます。 

 １番目、基金と保険料の関係についてで

ございます。 

 令和５年度の基金を繰り入れて、引下げ

を行う、また段階をたくさんつくって、高

い方々を少しつくって、低いところをあま

り高くならないように抑えるということ

を計画をされて、始まっていると思います。 

 ２回目の質問は、この計画と比べて現在

の財政状況、一体どうなっているのかとい

うことについて伺いたいと思います。 

 ２番目です。保険料減免のお話です。 

 コロナ減免がなくなってしまいました

ので、大きく下げてもらうというのが、で

きなくなってしまったわけです。条例減免

は１件だけですが、独自減免が、少しずつ

増えていると思います。これについては、

やはり周知などもいろいろとしていただ

いている結果かと思いますので、こういう

条件であれば減免できるという内容の非

常にはっきりした減免だと私は思ってい

ます。周知をしっかりすれば、対象になる

方がもっといらっしゃると思い、減免件数

も上がってくると思いますが、どんな周知

をしていただいているのかについて、伺い

たいと思います。 

 ３番目です。施設整備についてです。 

 地域密着型施設は、小規模特養の公募を

したが申請はなかったということでした。

やはり難しいんだと思うのですが、今非常

に高齢者の方々が増えている中で、需要が

すごく多いと思います。こういう施設入所

や施設整備というのは、求められていると

思いますが、非常に難しいと思っていて、

そこをどう打開していくのかというのは、

これから第１０期計画に向けて、いろいろ

考えていかないといけません。ぜひ考えて

いただきたいと思ってるんですけれども、

特養の待機数について、２回目はお聞きし

たいと思います。 

 ４番目、総合事業です。 

 何とか今、まだ上限を超えてないという

ことでございました。令和７年度の見込み

としても超えないだろうとお伺いいたし

ましたが、やはり高齢者の方々が増えてく

る中、そのサービス事業費を市町村がやる

ということになると、ほかの市町村では緩

和された基準のサービスにどんどん移行

して、それによって要支援分の介護事業費

を、総合事業の分をぐっと抑えようという

ふうに動いているところもございます。 

 しかし、私としては、本当に緩和された

サービスではなく、必要な方には必要なサ
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ービスをしっかり提供するということが

重要だと思ってるわけなんです。緩和され

た基準のサービスということで導入をさ

れている、Ａ型、Ｂ型、Ｃ型、Ｄ型という

のがあると思うんですけれども、それぞれ

について、摂津市は今どうなのかというこ

とを教えていただきたいと思います。 

 ５番目です。介護認定です。 

 介護認定とチェックリストということ

でございますが、介護認定も件数が増えて

いると思いますけれども、この認定までの

期間について、２回目はお伺いしたいと思

います。 

 チェックリストはもう聞きませんけれ

ども、チェックリストも人数が年々増えて

きていると思いますが、先ほどの緩和され

たサービスと一緒に、このチェックリスト

というのが導入されました。認定を受けな

くても、早くサービスにつながるというと

ころが利点だと言われていますが、一方で

は、しっかりとした認定を受けないでチェ

ックリストに流し込むということで、先ほ

ど言った、必要な方に必要なサービス、ま

ず必要な方というのを認定でちゃんと判

定をして、その必要なサービスにつなげる

のを省いて、どんどんチェックリストで簡

易なほうへ流していくというのを、国がや

ろうとしてきました。摂津市については、

そういうことではなく、チェックリストを

受けながら介護認定の申請もできると聞

いていますし、その判断を、ケアマネジャ

ーのサポートも含めてやっていただける

ように、御本人の意思でできるようにとい

うことも、しっかり取り組んでいただいて

いると思っておりますので、これからもそ

ういう形でやっていただきたいと思い、チ

ェックリストについては要望にしておき

ます。認定の期間について、お伺いします。 

 ６番目、２０２４年度の介護報酬でござ

います。全体としては１．５９％の引上げ

であったけれども、訪問介護サービスにつ

いては２％引き下げられました。 

 私の知り合いにも、訪問介護をやってお

られた人がいるんですが、心が折れたと離

職されました。少ない金額で、必死に利用

者のためを思って頑張ってやっているに

もかかわらず、引き下げられるってどうい

うことだろうと思います。御家庭の事情も

あったとは思うんですけど、今までのとこ

ろを辞められて、ヘルパーではない、違う

職種にいかれてしまいました。その思いを

聞いていると、私も非常につらい気持ちが

いたします。 

 これも国のせいですが、全国的に見ても、

訪問介護が、事業所の調査をしたら非常に

好調だというところで、訪問ヘルパーの介

護報酬を下げても大丈夫ではないかとい

うすごく乱暴なやり方で、引き下げられた

わけです。アンケートそのものも、やはり

小さいところはなかなか出せてない。実務

が大変で、アンケートまで細かく書いてら

れないということもいろいろ聞きますの

で、本当に全部が反映したわけではないと

思います。大手の業績がよいところだけを

軽く見て、本来だったら引き上げないとい

けない報酬を引き下げてしまったという

のは、国の施策としては、やってはいけな

い愚策だと私は思っいます。 

 ヘルパーをはじめ、介護の事業に就いて

おられる方々は、手当・報酬を一桁上げる

よう言われています。一般職と比べて非常

に大変な割に、非常にお給料が安く、成り

手がないと言っているところに対して、こ

ういうことをやってくるというのは、本当

にひどい話だと思っています。これは摂津

市がやったことではありませんけれども、
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ぜひ摂津市からも国に対して、ヘルパーは

もちろん、介護報酬の額を一桁上げてほし

い旨を、声を上げていっていただきたいと

思い、要望としておきます。 

 ７番目です。市内の事業所の状況でござ

います。 

 都会の場合は、事業所が減っても、新し

い事業所がまた出てくることがあって、全

体数としてはあまり減ってないというお

話だろうとは思いますが、それでも摂津市

の中でも、今、休所したり、やめたりとい

うところも聞いておりますので、しっかり

そこは見ていただいて、国への要望もしっ

かり出していただきたいと思っています。 

 事業所がなくなったら、それこそ介護を

受けられない方が続出するということで、

大阪府に対して、国に対して、しっかり要

望していただきたいと思いますし、摂津市

としても、コロナのときは、事業所支援も

やっておられました。今、物価高騰で大変

になっていますので、ぜひ考えていただき

たいと思いますので、これも要望としてお

きます。 

 ２回目、以上です。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号１番でご

ざいます。財政状況についてでございます

が、介護給付費の状況で申しますと、令和

６年度の計画値は約６９億５，０００万円

でございましたが、決算といたしましては、

約７０億７，０００万円という状況となっ

てございます。 

 コロナ禍以降、特に在宅系のサービスが

伸びておりまして、居宅介護サービス給付

金におきましては、令和５年度が約３１．

８億円であったのに対し、令和６年度は３

３．７億円と、約６％上昇している状況で

ございますので、給付費は年々伸びている

状況でございます。 

 続きまして、質問番号２番、独自減免利

用者の周知につきましては、広報掲載のほ

か、ケアマネジャー等にも制度の説明をし

ておりまして、こちらのほうから御案内が

入るようにしていただいております。 

 質問番号３番、特別養護老人ホームの待

機者数は、令和６年度で１２０人となって

おり、令和５年度の１３１人に対して減少

はしているものの、依然として１００名を

超えている状況にございます。 

 質問番号４番、総合事業についてでござ

いますが、本市におきましては、訪問型サ

ービスＡ、通所型サービスＣ、訪問型サー

ビスＤを実施しております。訪問型サービ

スＡは基本チェックリスト基準該当者ま

たは要支援１・２の要介護認定者を対象と

するもので、従事者養成研修を終了したシ

ルバー人材センターまたは布亀株式会社

の訪問生活支援員による掃除、洗濯、衣類

の整理、買物などの生活支援サービスでご

ざいます。 

 令和６年度の布亀の利用は２０人、延べ

１６３回となっておりますが、シルバー人

材センターの利用は、令和３年度以降ゼロ

となっております。 

 通所型サービスＣは、保健センターを事

業者として指定をしており、リハビリの専

門家が一人一人に合ったプログラムを作

成し、３か月もしくは６か月の集中的な運

動指導等が実施される短期間のサービス

でございます。 

 令和６年度の利用者は１１７人、令和５

年度が９４人、令和４年度が６５人ですの

で、増加傾向にございます。 

 次に、訪問型サービスＤは基準チェック

リスト、基準該当者または要支援１・２の
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要介護認定者が市内でのつどい場等の介

護予防活動に参加、買物、通院という定期

的な外出を行う際に、その支援を行う住民

団体に運営経費を補助しているものでご

ざいます。 

 令和６年度の利用状況は２，０８６回利

用、うち要支援者の利用が１，７２３回と

なっております。 

 続きまして、５番目の要介護認定でござ

います。その期間につきましては、令和６

年度は平均４３．８日でございました。令

和５年度が４４．２日でしたので、若干短

縮はできているものの、原則３０日という

ところについてはまだ届いていない状況

でございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁が終わりました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 それでは、３回目です。 

 まず、１番目、第９期計画でございます。

計画と比べて財政状況についてのお話を

いただきました。やはり給付費は非常に伸

びていっているということで、今までの委

員もお話しされておられたように、後期高

齢者の方々の人数がこれからどんどん増

えていく中では、当たり前のことだと思い

ます。何回も言ってますけど、必要な方に

必要なサービスを受けていただくことに

よって、介護の重症化を防いでいくという

ことが、一つやっていかないといけないこ

とです。もちろん介護認定にいく前の健康

づくりというのも非常に大事なことだと

思いますけれども、そういうことをしっか

り進めていただくのと同時に、介護保険を

使ってサービスを利用するということは

絶対増えてくるわけです。これはもう市町

村の独自の努力だけでは、少なくしようと

言ってもできるものではありませんので、

やはりこれはしっかりと国が、この高齢化

社会に向けて、高齢者に対してしっかりお

金かけないといけないと思っております。

私たちももちろん、そういう声を国に対し

て上げていこうと思っておりますけれど

も、現場をよく知っている市町村が、しっ

かり声を上げていっていただきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 第９期計画の最後の年がもうすぐ始ま

っていき、第１０期計画に向けて策定して

いかれると思います。また予算を考えてい

くことからだと思いますが、これを利用者

の保険料の負担であるとか、サービス費の

負担であるとか、ここを増やすことによっ

て何とかしようというのは、非常に無理な

話ですので、そこを上げないようにという

ことも言っていきたいと思い、要望としま

す。 

 ２番目です。保険料の独自減免について

は、広報やケアマネジャーを通じて、ケア

マネジャーの力ってやはり大きいですの

で、ぜひこれからもしっかりとやっていっ

ていただきたいと思います。 

 前に減免された方は、次の機会に減免の

お知らせを一緒に同封して、新しい介護の

金額が決まるときに、一緒に入れていただ

いているというのも、前に確か聞いてたと

思います。やはりあなたも対象者であると

いう働きかけが、非常に重要だと思います

ので、それも引き続きやっていただきたい

と思います。 

 ３番目の質問、減免とはまた違うのです

が、そこの世帯が課税であるか、非課税で

あるかによって介護保険料は大きく変わ

ってくるわけでございます。 

 私の知ってる方でも、介護度が上がって、

確定申告で障害者控除が取れるという状
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況になっておられたのに、その障害者控除

を取るということが分かっておられなく

て、ずっと課税世帯ということで来てたん

です。介護認定で障害者控除が取れること

が判明して遡って非課税になられるので、

そういう手続を税務署に行って、遡って介

護保険料を返していただくということも

できました。非課税だとインフルエンザ予

防接種も無料で受けれるとか、いろんな利

点がありますが、この制度について説明し

ていただきたいのと、確定申告に対しての

証明書を発行しておられると思いますが、

この件数についても伺いたいと思います。 

 ４番目、施設の問題です。 

 特養の待機者が１００人を超えている

ということです。高齢者が増えていく中で

は、非常に重要な施設であって、たくさん

の方々が入りたいという思いを持ってい

ますが、なかなか入れないという状況が見

えてきています。 

 サービス付高齢者住宅など、今増えてき

ているのですが、それで大丈夫なのかって

言ったら、ずっとそこに居続けることがで

きません。認知症がひどくなったり、いろ

んなこともありますので、やっぱり介護保

険の施設がしっかり整備されるべきだと

思っています。これについても、市町村の

努力もしていただきたいですが、しっかり

国に対して、この問題も言っていただきた

いと思いますので、要望としておきます。 

 ５番目、総合事業についてです。訪問ヘ

ルパーについては、介護の専門家としての

研修受けて、そういう試験にも合格してな

られるということです。そうではない方も、

簡易な形の研修ということで、お家へ行っ

ていろいろとサービス提供できる、体を触

ったりするのができないと聞いています

が、お掃除や洗濯などの家事がＡ型です。 

 これを、まだ認定が下りないときに、急

いでとかいろいろやり方はあると思いま

すが、ヘルパー代わりに使おうという市町

村があるということが非常に問題である

し、国はそうしようと思ってこの制度をつ

くってきたわけです。ここはしっかり区切

っていただいて、しっかりと認定を受けて

いただいたヘルパーに行っていただき、必

要なサービスを提供することを、これから

もぜひ頑張っていただきたいと思います。 

 摂津市は、ボランティアの力を活用して、

デイサービス代わりをさせようとしてい

るＢ型について導入していないというこ

とは私、非常に評価しています。 

 そういうことをすると、専門家の目が入

らない中で、似たようなことをやっている

ようで、やはりそれぞれの方々に対して、

しっかりとしたサービスが提供できない

ことによって、重症化が起こってしまうと

いうのが、大阪府下のほかの市町村でも起

きているという実情も聞いています。ぜひ

Ｂ型導入については、これからも実施しな

いようにしていただきたいと思います。 

 Ｃ型のリハビリは非常によいことだと

思っています。これはＡ型、Ｂ型と同じよ

うに導入はされましたけれども、また中身

の違う、簡易なサービスというものとは違

い、専門的なサービスですから、その後の

Ｄ型も含めて、Ｃ型、Ｄ型については進め

ていただきたいと思いますので、要望とし

ておきます。 

 介護の問題は、非常に重要な問題になっ

ていきます。お金をケチるがために、本来

必要な方に必要なサービスを提供しない

というような、国が安易な形を提供してお

りますが、そこに乗らないことが重要だと

思います。やはりその方にとって必要なサ

ービスをきちんと届けることを、現行どお
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りのサービスをこれからもしていくんだ

ということを最後にお伺いをして、確認し

たいと思いますのでよろしくお願いしま

す。 

 続きまして、５番目でございます。 

 介護認定のチェックリストのところで

聞いておりますけれども、認定期間がやは

り３０日にはなかなかならないと、短縮が

なかなか難しいということでございます

が、人数も増えてくる中で、コロナのとき

に更新をするのを延ばしてた人が固まっ

て更新してくる問題もあるんですかね。す

ごく今人数が増えているんだろうとは思

いますけれども、できる限り早い段階で認

定が下りるように、また更新ができるよう

にお願いしたいと思います。これは要望と

しておきます。 

 ３回目、以上です。 

○光好博幸委員長 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長 質問番号２番でご

ざいます。 

 まず、障害者控除の内容でございますが、

６５歳以上の方で障害者手帳の交付を受

けていない人でも、寝たきりや認知症など

の一定の要件を満たす場合には、障害者控

除対象者認定書の交付を受けることがで

きる制度で、この認定により、所得税や住

民税や障害者控除、または特別障害者控除

を受けることができるものでございます。 

 本市の基準といたしましては、障害者に

該当する人は要介護認定が要支援２以上

であって、認知症高齢者の日常生活自立度

が、日常生活に支障を来すような症状、行

動や意思疎通の困難さが多少見られても、

誰かが注意していれば自立できる、ランク

２以上の方、または障害高齢者の日常生活

自立度が、屋内での生活はおおむね自立し

ているが、介助なしには外出できない、い

わゆる準寝たきり状態というランクＡ以

上の方でございます。 

 また、特別障害者に該当する方は、要介

護認定が要介護３以上かつ認知症高齢者

の日常生活自立度が日常生活に支障を来

すような症状、行動や意思疎通の困難さが

時々見られ、介護を必要とするランク３以

上の方、または障害高齢者の日常生活自立

度が、屋内での生活は何らかの介助を要し、

日中もベッド上での生活が主体であるが、

座位を保っていない、いわゆる寝たきりの

方でございます。これら両方該当する方は、

特別障害者に該当するものでございまし

て、実績は、令和６年度、障害者控除２７

件、特別障害者控除が３３件、計６０件で

ございます。 

 続きまして、質問番号４番の総合事業に

ついて、現行相当サービスつきましては、

第９期計画同様、実施していきたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長 答弁は終わりました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 ありがとうございます。 

 質問番号２番ですけれども、確定申告で

障害者控除が取れるということも、なかな

か知られていないと思いますし、今お話し

のように、１回申請を出してみて、要支援

の度数とか介護の度数だけで決まるわけ

ではないというところで、御本人や、ケア

マネジャーの判断だけでは、あなたできま

すよというふうには、なかなか言えないの

かもしれません。でも申請を出して通ると

いうことがあれば、私の知ってる人みたい

に、紙おむつの補助が受けられるようにな

ったとか、いろいろ利点があります。今、

物価高騰の中で、本当にしんどい思いをし
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ている、特に、こういう介護度が高い方の

お世話というのは大変です。障害者控除が

取れることが、その方のサポートにもつな

がるということで、できた方は非常に喜ば

れておられました。誰も教えてくれないん

ですよね。無償については４００万円以上

でしたか、年金の方はそれ以上、それ以下

の方は、もう税務申告しなくていいような

手紙を、全員に出すんだけれども、税務申

告をする、確定申告することによって、こ

ういうことができるみたいなことは誰も

教えてくれません。市民税でも、なかなか

そういうことは教えてもらえない。やはり

介護の分野で、ケアマネジャーや、ヘルパ

ーにも、こういうことができるんですよと

いうことはお伝えしていただいて、対象に

なる方にも声をかけていただけるような

方法や、ほかにもいろいろ周知の方法はあ

ると思います。たくさんの方が対象者にな

るはずだと私は思いますので、こんな２０

何件とか３０何件ということはないと思

います。ぜひお声をかけていただく方を増

やしてもらう、周知を図ってもらう、この

ことをお願いして、この質問は終わります。 

 最後ですけれども、現行相当のサービス

をこれからもやっていきますというね、大

変力強いお言葉をいただいて、安心してお

ります。ぜひ摂津市の高齢者の皆さんの介

護について、市が本当に責任を持って、そ

の方が尊厳を持って生きていけるサポー

トをしていただきたいと思います。お願い

をいたしまして、私の質問を終わります。 

○光好博幸委員長 増永副委員長の質問

が終わりました。 

 そのほか、質疑ございませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 質疑なしと認め、認定

第７号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２７分 休憩） 

（午前１１時２９分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 討論なしと認め、採決

いたします。 

 まず認定第１号、所管分について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第４号について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、認定第６号について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第７号について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定しました。 

 続きまして、認定第８号について、認定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。よって、本

件は認定すべきものと決定いたしました。 

 これにて、本委員会を閉会いたします。 

（午前１１時３０分 閉会） 
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